
議案第４６号 

さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。
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さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例

さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例（平成１４年さいたま市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（

昭和３２年法律第１４３号。次条において「法」

という。）第４条第１項の規定に基づき、さいた

ま市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師（以下「学校医等」という。）の公務上の災害

（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。

）に対する補償（以下「補償」という。）の範囲、

金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を

定めるものとする。

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（

昭和３２年法律第１４３号。次条において「法」

という。）第４条第１項の規定に基づき、さいた

ま市立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校及び幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の公務

上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以

下同じ。）に対する補償（以下「補償」という。

）の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必

要な事項を定めるものとする。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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